
京都市職員給与条例の一部を改正する条例（平成３０年３月２９日京都市条例第  号）（行

財政局人事部給与課） 

  本市人事委員会からの報告等を踏まえ，職員の給与について，次の措置を講じることと

しました。 

 １ 昇給の号給数の改定 

  ５５歳（市長が定める職員にあっては，５６歳以上で市長が定める年齢）に達する 

  日以後の最初の３月３１日を超えて在職する職員の昇給の号給数について，０号給と 

  することを標準として市長が定める基準に従い決定するものとすることとします。 

 ２ 扶養手当の月額の改定 

   国家公務員の例に準じ，扶養手当の月額を次のとおり改定します。 

  区        分 改  正  前 改  正  後 

  

配偶者（婚姻の届出をしていない

が，事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。） 

１３，９００円 ６，５００円 

  
２２歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある子 
６，４００円（職員に

扶養親族でない配偶

者がある場合にあっ

てはそのうち１人に

ついては６，９００

円，職員に配偶者がな

い場合にあってはそ

のうち１人について

は１１，６００円） 

１０，０００円（職員

に配偶者がない場合

であって，子以外の扶

養親族がないときに

あってはそのうち１

人については１１，６

００円） 

  

２２歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある孫及

び弟妹 
６，５００円（職員に

配偶者がない場合に

あっては，そのうち１

人については８，１０

０円） 

  
１８歳未満又は６０歳以上の２

親等内の血族（ 及び を除く。） 

  心身に著しい障害がある親族 

  備考 「扶養親族」とは，この表に掲げる者で，職員と生計を一にし，かつ，主とし

てその職員の収入によって生計を維持しているものをいう。 

 ３ 初任給基準に係る給料月額の改定  

   行政職給料表１級の３５号給を受ける職員のうち，新たに同給料表の適用を受けるこ

ととなった職員で市長が定めるものの給料月額（１８２，７００円）を１８３，７００

円に改定します。 

  この条例は，平成３０年４月１日から施行することとしました。 
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京都市職員給与条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市職員給与条例の一部を改正する条例 

京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「２号給」を「０号給」に改める。 

 第７条第１項を削り，同条第２項各号列記以外の部分中「前項の扶養親族とは，」を「扶

養手当は，扶養親族（」に改め，「いう」の右に「。以下同じ。）のある職員に対して支給

する」を加え，同項を同条とする。 

第８条第１項を次のように改める。 

 扶養手当の月額は，扶養親族たる子については１人につき１０，０００円（職員に配

偶者がない場合であって，子以外の扶養親族がないときにあってはそのうち１人につい

ては１１，６００円）とし，子以外の扶養親族については１人につき６，５００円（職

員に配偶者がない場合にあっては，そのうち１人については８，１００円）とする。 

別表第１の１備考２中「１８２，７００円」を「１８３，７００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日）  

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（昇給の基準に関する暫定措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成３３年３月３１日までの間に

おけるこの条例による改正後の京都市職員給与条例（以下「 改正後の条例」という。）

第４条第３項の規定の適用については，同項中「０号給」とあるのは，「１号給」とす

る。 

（扶養手当に関する暫定措置） 

３ 施行日から平成３３年３月３１日までの間における改正後の条例第８条第１項の規定

の適用については，同項中「子については１人につき１０，０００円（職員に配偶者が

ない場合であって，子以外の扶養親族がないときにあってはそのうち１人については１

１，６００円）とし，子以外の扶養親族については１人につき６，５００円（職員に配

偶者がない場合にあっては，そのうち１人については８，１００円）」とあるのは，次
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の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ，同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成３０年

４月１日か

ら平成３１

年３月３１

日までああ 

配偶者については１２，１００円とし，扶養親族たる子については

１人につき７，６００円（職員に配偶者がない場合であって，子以

外の扶養親族がないときにあってはそのうち１人については１１，

６００円）とし，配偶者及び子以外の扶養親族については１人につ

き６，５００円（職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあって

はそのうち１人については６，９００円，職員に配偶者がない場合

にあってはそのうち１人については１０，８００円）ああああああ 

平成３１年

４月１日か

ら平成３２

年３月３１

日までああ 

配偶者については１０，３００円とし，扶養親族たる子については

１人につき８，４００円（職員に配偶者がない場合であって，子以

外の扶養親族がないときにあってはそのうち１人については１１，

６００円）とし，配偶者及び子以外の扶養親族については１人につ

き６，５００円（職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあって

はそのうち１人については６，９００円，職員に配偶者がない場合

にあってはそのうち１人については９，９００円）あああああああ 

平成３２年

４月１日か

ら平成３３

年３月３１

日までああ 

配偶者については８，４００円とし，扶養親族たる子については１

人につき９，２００円（職員に配偶者がない場合であって，子以外

の扶養親族がないときにあってはそのうち１人については１１，６

００円）とし，配偶者及び子以外の扶養親族については１人につき

６，５００円（職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては

そのうち１人については６，９００円，職員に配偶者がない場合に

あってはそのうち１人については９，０００円）ああああああああ 

（行財政局人事部給与課） 


